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自閉症スペクトラム障害（ASD）における成人後の自立を考える場合、就労は重要な問題である。

本論では複数の文献をもとにアメリカにおける障害者への雇用支援について調べ、ASD の人々への

雇用支援に注目する。アメリカでは 1980 年代後半にジョブ・コーチなどによる雇用支援が開始さ

れた。また、アメリカでは従来社会保障の対象となってきた障害者が支援により納税者となりうる

点に雇用支援の意義を与えている。 
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Ⅰ．はじめに 

自閉症スペクトラム障害（Autism Spectrum Disorder、以下では ASD と表記する）とは、広く自

閉症を表す概念である。自閉症は、「単独の疾患ではなく、広い裾野を持つ発達障害の中の最も一

般的な表現形の一つ」1）であり、ASD に含まれる人々はいくつかの共通した特徴を持つ一方で、

その現れ方は多様である。自閉症者は「社会性、コミュニケーション、限定的な行動パターンで

特徴づけられる一連の障害」2）を持つが、アスペルガー障害の者や高機能の自閉症者は言語によ

るコミュニケーションが比較的スムーズであるとされている。 

社会性などに障害を持つ ASD の人々は、子供の時だけでなく、成人後もなんらかの支援を必

要とする。成長しても自閉症に伴う障害はなくならないからである。逆に成人後も適切な支援を

受けることができれば、就労し経済的に自立することが可能であると考えられる。知的に高い

ASD の成人が仕事についたものの、障害のために人間関係や仕事そのものがうまくいかずに離職

することがある。これらの人々は就職時や就職後に仕事環境や仕事内容の調整をすればうまく

いった可能性がある。また、従来福祉的に処遇されてきた重度の自閉症者についても、ジョブ・

コーチなどの支援を受けることによって就労が可能であることが明らかとなっている 3）。ASD に

おける成人後の自立を考える場合、就労は重要な問題である。雇用支援を受けることによって経

済的自立が可能となり、さらには社会保障に頼る ASD の人々を減らすことが可能となるかもし
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れない。 

本論では、ASD に対する成人後の支援がどのように行われているかを知るために、特に雇用支

援に注目する。雇用支援そのものは障害者全体を対象として行われ、その一部が ASD の人々で

あるという位置づけになる。近年、障害者への雇用支援の方法としてジョブ・コーチが注目され

ているが、ジョブ・コーチは 1980 年代のアメリカにおいて始まったものである。これに伴いアメ

リカでは、障害者を社会保障の対象としてみるのではなく、一般就労し納税者となりうる存在と

してみなす、というように障害者への雇用支援の考え方を変化させたと考えられる。本論では複

数の文献をもとにアメリカにおける障害者への雇用支援について調査することを目的とする。そ

の中で特に自閉症者への雇用支援にも注目した。その結果、以下のようなことが明らかとなった。 

第一に、アメリカの障害者に対する学校教育、福祉行政および雇用支援について概観した。ア

メリカでは、1975 年の障害者教育法が、障害をもつ学生に「最も制限されていない状況で」教育

を受ける権利を保障している 4）。また近年では、高等教育機関でも障害をもつ学生への支援が行

われている。 

アメリカの福祉行政においては、多くの連邦法や施策があるが、「障害者福祉政策を総合的に提

供する組織は存在しない」5）。ただし、アメリカの行政府において障害者福祉の中心となるのは

教育省のリハビリテーション・サービス庁である。アメリカの障害者に対する雇用支援は、予算

の大部分を連邦予算とし、各州にある VR 機関（Vocational Rehabilitation agency）が中心となって

実施されている。 

ジョブ・コーチに代表される障害者への個別の雇用支援の手法は、1986 年のリハビリテーショ

ン法の改正以降、アメリカで始まった。原則として重度の障害者を対象としている 6）。文献によ

れば、1986 年から 1993 年にかけて、新たな雇用支援プログラムへの参加者は増加している 7）。

また、雇用主に対するアンケート調査によれば、プログラムにはいくつかの問題点はあるものの、

ポジティブな評価を受けている 8）。 

第二に、ASD の概念および、知的に高い（高機能の）ASD の人々の予後と診断の問題につい

てまとめた。ASD の人々は、メジボフとハウリー9）が指摘したような共通した特徴を持つが、そ

のあらわれかたや障害はきわめて多様であるといえる。また、調査時点においては、高機能の ASD

の人々の予後は「不良」であり、なんらかの対応が必要であると考えられる 10）。さらに、重度の

自閉症者に比較して、高機能の自閉症者は発見が遅れやすいことが指摘されている 11）。 

アメリカにおける ASD を対象とする雇用支援に関する文献からは、競争的雇用において、二

次的な障害がないことが正の影響を与える点が注目される 12）。また、別の文献によると、援助付

き雇用プログラムを自閉症者に実施したところ、プログラム期間の最初と最後とで、自閉症者の

認知パフォーマンスが向上した 13）。このことは、適切な支援のもとで仕事につくことが、本人とっ

て望ましい結果をもたらすことを示したと考えられる。 
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イギリスにおける知的に高い自閉症の成人に対する雇用支援に関する研究も、これらの人々が

就労するということに関して、雇用支援が正の効果を持つことを示している 14）。 

以下では、複数の文献をもとに、2 節においては、アメリカの障害者教育や福祉行政の仕組み

について概観するとともに、障害者に対する雇用支援とその評価について調べた結果を述べる。3

節では、ASD について概観し、高機能の ASD の予後や診断について述べ、ASD に注目した雇用

支援について述べる。その際、アメリカだけでなくイギリスにおける研究も紹介する。最後に 4

節でまとめをおこなう。 

 

Ⅱ．アメリカの福祉行政・障害者への雇用サービス 

1．アメリカの学校教育 

雇用支援について述べる前に、障害児・学生に対するアメリカの学校教育について概観する。 

「アメリカの学校教育」15）によれば、アメリカ合衆国では、1975 年の障害者教育法によって、

「障害を持つ生徒に「最も制限されていない状況で」教育を受ける権利を保障」している。 

障害を持つ生徒はどのように教育を受けるのだろうか。上述の資料（「アメリカの学校教育」）には 

 

「教師は、社会的か学問的に通常の授業に参加することが困難になっている生徒に対

して、一般に、保護者が連絡し、教師、保護者、特殊教育専門教師等からなる生徒学

習チーム（SST）を形成する。生徒が特別教育を受ける必要があるかもしれないと判

断されると、生徒の技能や学習態度などの正式の評価を行う。それにより、特別教育

が必要だと推薦されたら、個別教育計画を作る。特殊教育に子供を配置するとき、又、

特殊教育から移動させるときは、保護者の承諾が必要である。」16） 

 

と述べられている。 

就労にあたっては、アメリカ障害者法により差別が禁止され、教育期間中は障害者教育法によ

り、障害児・生徒の教育を受ける権利が保障されることになる（障害者教育法の対象は 21 歳まで）。

近年では、大学などの高等教育機関でも障害学生への対応が行われている。例えば、カルフォル

ニア大学バークリー校 17）、マサチューセッツ工科大学 18）では、障害学生への支援という包括的

な形式をとっている。また、アリゾナ大学では、障害学生への包括的な支援とは別に、ASD をも

つ学生に対して特別なプログラムの提供を始めた 19）20）。 
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表 1．アメリカの障害者福祉政策 

省庁名 業務など 

教育省のリハビリテーション・

サービス庁 

アメリカにおける対障害者サービスの最も中心的な行政機関。リハビ

リテーション法にもとづくサービス全般を所管。主な事業は、職業リ

ハビリテーション、援助付き雇用、自立生活センターへの助成など。 

教育省の特殊教育課 全米の特殊教育全般を所管し、障害者教育法を所管。 

国立障害・リハビリテーション 

研究所 

主に大学の諸機関などが行う研究や実践に対して助成金を交付してい

る。 

保健・福祉省の児童および家庭庁

のもとにある発達障害庁 

発達障害全般にかかわるサービスを所管して、発達障害援助法に規定

されたサービスの実施にあたっている。 

社会保障庁と財務省 
社会保障年金（老齢・遺族・障害年金）の所掌機関。社会保障庁は行

政府内の独立行政機関で制度の運営を行う。 

連邦 

補足的所得保障（低所得者に対する公的扶助制度で、障害者、視覚障

害者、65 歳以上の高齢者のうち、資産所得調査による資格要件を満た

す者を対象とする）。 

多くの州 補足的所得保障の追加的な給付。 

 （橋都（2006）より著者作成） 

 

2．アメリカの福祉行政について 

橋都によると、アメリカの政府は、連邦政府、州政府、および州の下部単位である地方政府か

らなっており、地方政府の仕組みや分類は州によって異なる： 

 

「障害者に対する福祉サービスは、障害年金の給付や補足的所得保障による現金給付、

メディケアおよびメディケイドによる医療保障が中心である。直接あるいは間接に障

害者政策に関わる連邦法は多いが、障害者福祉政策を総合的に提供する組織は存在し

ない。」21） 

 

そこで、橋都の記述から障害者福祉に関連する部分を抜き出してまとめたものが表 1 である。

アメリカ合衆国の雇用支援に注目する場合、教育省のリハビリテーション庁が政策の中心となる。 

 

3．アメリカの障害者に対する雇用支援 

指田 22）によると、2005 年、アメリカでは障害者への職業リハビリテーション・サービスの仕

組みが改編されることになった。上記の資料（指田, 2005）からは、改革後の障害者へのリハビリ

テーション行政のありかただけでなく、改革前の仕組みも知ることができる。改革前におけるア

メリカの障害者職業リハビリテーション・サービスの仕組みは、 
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「アメリカにおける職業リハビリテーション・サービスは、各州の機関によって実施

されているが、連邦政府がその予算の約 80%を負担している。連邦政府でこの分野を

所管するのは、労働省ではなく教育省であって、同省の特殊教育及びリハビリテーショ

ン・サービス局の下にリハビリテーション部（RSA: Rehabilitation Service Administration）

が置かれ、大統領が任命するコミッショナー（Commissioner）がこれを統括している。

RSA の年間予算は約 27 億ドル（約 3 千億円）で、連邦政府の各種の職業リハビリテー

ション・プログラムの対象者は約 100 万人と言われている。コミッショナーの監督下

には、首都ワシントンの本部のほかに、各州のプログラム運営に関して技術支援と評

価を行う 10 箇所の地方事務所があり、約 200 人の職員が働いている。」23） 

 

というものであった。改革では、地方事務所機能の縮小や、障害者対象のサービスを一般支援に

統合することなどが掲げられている。 

アメリカ合衆国の雇用支援は、いくつかの機関の間での協力のもと、実施されている。Foley, 

Butterworth and Heller24）は、各州の VR 機関（Vocational Rehabilitation agency）のマネージャーに

対する質問に基づいて、機関間の協調行動を調べた。アメリカにおいて、職業リハビリテーショ

ンを行う州の VR 機関は、他の機関との協調行動をとっているが、相手先となる機関には、緊密

な協調行動をとっている機関とそれほどでない機関とがある。例えば、VR 機関と The MH and 

MR/DD（Mental Health and Mental Retardation and Developmental Disabilities） agency との合意は最

も高いインパクトを持つが、the One-Stop Career Centers25）と VR 機関との間の合意はポジティブ

にもネガティブにもインパクトがない。 

また協調のありかたも公的な合意文書に基づく場合と非公式な連携によるものとがある。さら

に、州の機関にはワーキンググループがあることがあり、各機関の活動の監視を行うと同時に政

策にも影響を与えている。 

 

4．アメリカにおける援助付き雇用とその評価 

以下では、アメリカにおける障害者への雇用支援について文献をもとに述べる。 

梅永 26）は、1986 年にアメリカではリハビリテーション法が改正され、Supported Employment

（援助付き雇用）が施行されるようになったこと、その代表的な個別処遇モデルがジョブ・コー

チモデルといわれるものであると述べ、個別処遇モデルでは、障害者一人につき専任のジョブ・

コーチが付き、就職・訓練・定着・雇用的支援を一貫して行う、と説明している。近年日本でも

行われ始めたジョブ・コーチによる雇用支援は、アメリカでは 1980 年代後半に開始された。 

ワーマン 27）はジョブ・コーチによる支援および援助付き雇用に関して、以下のように述べて

いる。 
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「ジョブコーチ支援／援助付き雇用の全体を貫く我々の基本的価値とは何だろうか？そ

れは、一般就業への統合、消費者選択、本人の主体的関与、キャリア発達、差別のな

い賃金や時間手当、仕事の仕方についての差別のない選択肢と選択、そして、可能な

限り素早く最も効率的なやり方で雇用機会を提供することである。それは、長期の通

所プログラムや施設その他の入所プログラムなどの活動とははっきりと対立する。」28） 

 

また、ワーマンは、援助付き雇用の目的は、「障害のある人を社会から隔離するような事業を取

りやめ」、一般就業の機会を拡大することにあり、「自己決定と自由選択の理念と結びあわされた

とき」に援助付き雇用の潜在的力が発揮されると述べている 29）。 

たしかに、障害者は障害のために平均的な者に比較すると、著しく能力が損なわれた部分を持っ

ているかもしれない。しかし、支援などによって、損なわれた部分を補う工夫をすることで、他

の優れた部分を生かすことが可能になると考えられる。損なわれた部分があったとしても、支援

等により、就業も含めて障害者自身が自分の人生にかかわる重要な問題を決定し、選択すること

が可能になるのではないか。ワーマンの援助付き雇用に関する議論はそうした点を指摘している

と考えられる。 

Wehman and Revell30）は統計データをもとに援助付き雇用の評価を行った。評価は、観察期間

（1986～1993 会計年度）において、主に、プログラム参加者数、消費者の特徴、社会保障の所得

保障プログラムへの依存を減らすプログラムの能力、参加者の所得、プログラムの支出について

なされた。結果を要約すると以下のとおりである： 

 

「観察期間において、参加者数は増加した。サービスを受ける障害者の中心は知的障

害の人々であり、観察期間においてこれらの人々の全体に占める割合も増加している。

平均の時間給は上昇したが、週給には増減があった。プログラムへの支出は大幅に増

加し、同時にプログラムの供給者も増加した。」31）（訳は中島による） 

 

Wehman and Revell では、従来、政府からの所得保障を受けるのみであった重度の障害者が仕事

につくことで所得を得るようになり、所得保障プログラムへの依存が減り、逆に納税者となった

点が強調されている。しかし一方で、サービスを必要とする重度の障害者全員が雇用支援のサー

ビスを受けているわけではなく、また、従来のコストのかかる障害者サービスも増加していると

Wehman and Revell は指摘している。 

アメリカで始まった援助付き雇用は通常一般就労が最も困難と考えられる、重度の障害者を主

な対象としている。その際、アメリカにおいては、プログラムを評価する際にポイントとなる視

点の一つが納税者への説明義務にあるといえる。Wehman and Revell の文献においても、政府から
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の所得保障を受けるだけであった重度障害者が納税者にもなりうる点が強調されるなど、財政上

の効果について言及されている。 

一方、Petty and Fussell32）は、重度の障害を持つ労働者および援助付き雇用プログラムに対する

雇用主の態度を、テネシー州の雇用主への構造化されたインタビューを通じて研究した。彼らは

雇用主に対して面接調査を行い、彼らの援助付き雇用プログラム、援助を受ける被雇用者、およ

び雇用の専門家に対する態度を研究している。雇用主たちは、援助付き雇用プログラムや労働者、

雇用の専門家に対してポジティブな評価を与えている。ただし、被雇用者の昇進や昇給の機会に

ついては消極的である。これらの雇用主たちは主に小規模の事業所に属するが、一方で、経済環

境が悪いときにはプログラムに参加したくないと述べている。これについて、Petty and Fussellは、

経済環境にあまり影響を受けない仕事先（大企業など）の開拓が必要ではないかと述べている。 

Petty and Fussell がインタビューした雇用主らは援助付き雇用に対して概ね好意的であった。

Petty and Fussell が指摘しているように、雇用主に対して援助付き雇用に関する周知活動をしてい

くことで、障害者の一般就労先が増える可能性がある。しかし、経済の状態によっては解雇もし

くは就労先の減少の可能性があること、援助付き雇用によって就労した障害者については、昇給

や昇進の可能性が低いなど就職後の障害者の処遇が他の労働者とは区別されていることが問題点

として指摘できる。前者の解雇などの問題については、一般的な就労でも同じ現象が起こるが、

後者の処遇の問題については、援助付き雇用に特有の問題であると考えられる。 

 

Ⅲ．ASD に対する雇用支援 

 本節では、障害者への雇用支援のうち、特に ASD を対象とするものに注目する。 

 

1．自閉症スペクトラム障害（Autistic Spectrum Disorder、ASD）とは 

 メジボフ・ハウリーは ASD を以下のように要約している： 

 

「自閉症スペクトラム障害（ASD）とは、社会性、コミュニケーション、限定的な行

動パターンで特徴づけられる一連の障害を含んでいる。自閉症はその中でも最も一般

的でよく知られている障害である。非定型広汎性発達障害（PDD. NOS）は、ASD の

より軽度な一形態であり、これら 3 領域の全てか大半において障害が認められるが、

その形態や程度がより軽度な場合である。アスペルガー症候群（AS）はコミュニケー

ションスキルの障害がより軽度であるという点で、自閉症の全ての診断基準は満たさ

ず、さらに知的機能は平均かそれ以上の人たちのことをさす。レット障害および小児

期崩壊性障害は、一定期間の正常発達の後に発現し、認知、コミュニケーション、運

動機能に重篤な障害が引き起こされる。」33） 
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ASD に含まれる人々は、障害および知的レベルのバリエーションにより、きわめて多様である

ということになる。見かけ上わかりにくい障害であるが、身体障害など他の障害を持つ人々と同

様、ASD の人々は成人後も含めてなんらかの支援を必要としていると考えられる。 

次に、杉山 34）によれば、1943 年にレオ・カナーが初めて自閉症を報告し、ローナ・ウイング

による「アスペルガー症候群」の再発見を経て、1980 年代以降、自閉症概念は広がった 35）。 

 

「自閉症は非常にまれな単独の疾患ではなく、広い裾野を持つ発達障害の中の最も一

般的な表現形の一つであることが明らかとなり、自閉症類似の様々な症候群の存在が

示されるようになった。」36） 

 

のである。なお、自閉症スペクトラム障害（ASD）は、正式には広汎性発達障害と呼ばれる 37）。 

栗田は、アスペルガー症候群を含む高機能の広汎性発達障害の疫学、予後、併発症、支援を複

数の文献により概観している。それによると、 

 

「AS を含む高機能 PDD 患者の長期経過・予後は、（中略）知的能力の高さとは不釣

合いに彼らの社会的・職業的予後は、（中略）概して不良である。」38） 

 

なお、AS とはアスペルガー症候群（Asperger Syndrome）、PDD とは、広汎性発達障害（Pervasive 

Developmental Disorders）の略である。栗田は AS や高機能 PDD といった「自閉症の全ての診断

基準は満たさず、知的機能は平均かそれ以上」の自閉症者に注目している。 

さらに栗田は、 

 

「高機能 PDD 患者の長期予後の困難性の根幹は、対人関係・社会性の障害であり、

ソーシャルスキルの向上を図る予後的対応など、それに向けた試みはなされているが、

方法論や長期的効果は確立しておらず、さらなる研究が必要である。また、対人関係・

社会性の一定の向上は実現されても、高機能 PDD 患者は健常青年と競争して雇用さ

れることには困難が残ると予想され、就労サポート体制の整備が必要である。とくに

我が国の制度でいえば、障害者年金の受給を可能にすることを含めた福祉的施策の充

実も必要である。」39） 

 

と述べている。 

ASD の人々は、社会性や対人関係に困難を持っている。高機能に分類される ASD の人々は、

調査時点において、栗田が指摘しているように長期的には「予後不良」である。高機能の自閉症
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者は重度の自閉症者とは異なり、日本では社会福祉サービスの対象とはされてこなかった。また、

高機能に分類される ASD に対する理解が進み始めたのはごく最近のことである。これらの人々

が社会的な不適応を示したり、就労せず生活保護などを含む社会保障の対象となっていたりする

ことは、本来ならば支払わなくてもすんだ社会保障費用であろう。また、不適応は本人にも家族

にもマイナスの影響を及ぼすだろう。しかし、適切な対応がとられれば、現在だけでなく将来に

わたって社会に適応できる可能性がある。それは本人やその家族にとってだけでなく社会にとっ

ても望ましいと考えられる。適応がスムーズならば、就労などを通じて社会に貢献できるだろう。

栗田は高機能の PDD 患者への福祉的対応も示唆しているが、経済的に自立すれば福祉的施策の

対象者も減ることになる。その意味で、高機能の自閉症の子供たちには、その時点での発達や適

応の状態にあわせて、また将来の社会への適応や就労、つまりは「予後良好」を目指した、注意

深い対応が必要とされている。さらに、成人した後も対人関係や社会性の問題は残るので、成人

向けのサポート体制も必要であると考えられる。 

さらに、ASD の子供たちを早期に発見することも必要である。早くから療育を行うことで社会

への適応が良くなり、本人の持つ能力を伸ばせる可能性が高くなると考えられるからである。比

較的重度の自閉症の子供は発見されやすいが、ASD に含まれるアスペルガー症候群（以下 AS）

や高機能の自閉症の子供は、言葉によるコミュニケーションに遅れが見られないために幼児期に

見逃されやすい。このことについて、Tsatsanis は、関連するいくつかの文献をもとに自閉症の青

年期および成人期における outcome をまとめた中で、AS と他の自閉症との関係について以下のこ

とを指摘している： 

 

「幼児期から発話があり、会話によるコミュニケーションが可能なため、AS は他の自

閉症に比較して発見が遅れやすい 40）」。しかしながら、「AS であっても他の自閉症の

人々と同様、社会性の障害があり、それは成人になっても残る 41）」。（訳は中島による） 

 

さらに、Tsatsanis は精神障害などの二次障害をくい止めること、長期的な展望にもとづいた社

会性やセルフケアの訓練などが行われる必要があると述べている 42）。 

高機能かどうかにかかわらず、ASD の早期発見を確立すること、早期発見した後は適切な療育

が行われること、および成人後にも人生のそれぞれのステージに応じた支援体制が利用可能であ

ることなどが、多様な ASD の人々が自立して生活していくために必要であると考えられる。 

 

2．アメリカにおける ASD 成人に対する雇用支援 

梅永 43）によれば、アメリカでは、「リハビリテーション法」という法律にもとづいて、障害者

への雇用支援がおこなわれているが、ノースカロライナ州では、TEACCH プログラムも援用し、
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自閉症者の自立した就労に向けた支援が行われている。ノースカロライナ州のプログラムでは、

高機能自閉症者やアスペルガー症候群の自閉症者も含んでいる。 

Schaller and Yang44）は、自閉症者のうち、雇用支援を受けた者を対象に、何が職業支援を成功

させる要因かについて、統計分析を行った。ここで雇用支援は 2 種類あり、競争的雇用と援助付

き雇用である 45）。分析の結果は以下のとおりである： 

 

「競争的雇用では、人口統計学的な変数のうち、年齢、教育を受けた年数、および二

次的な障害の有無が有意にプラスの影響を与え、ケースサービス変数のうちでは、job 

finding service、job placement および maintenance が有意にプラスの影響を与えた。」「援

助付き雇用では、人口統計学的な変数のうち、アフリカンアメリカンであることがマ

イナスの影響を与え、ケースサービス変数では、job placement がプラスの影響を与え

た。」46）（訳は中島による） 

 

Schaller and Yang では、2 種類の雇用支援について、それらの雇用支援に影響を与える変数を明

らかにしている。競争的雇用において、二次的な障害がないことや、支援のやり方の変数（ケー

スサービス変数）が正の影響を与えることは注目される。成人になってスムーズに自立していく

ために二次障害を防ぐ、ということはアスペルガー障害や高機能の自閉症の子供に対する教育に

おいてよく言われることであるが、それが統計分析という形で明らかにされたといえる。また、

同様に、支援の行われ方も意味があることになる。しかしながら、援助付き雇用において、人種に関

する変数が有意である点は、日米の社会構造の相違のために、あまり参考とならないと考えられる。 

Garcia-Villamisar and Hughes47）は援助付き雇用プログラムが、44 人の自閉症者の実行機能の測

度に与える影響を調べている。実行機能はプログラム期間の最初と最後に評価された。コミュニ

ティーにおける平均雇用期間は 30 ヶ月であった。研究結果は職業リハビリテーションが自閉症者

の認知のパフォーマンスに正のインパクトを与えることを示唆した。 

Garcia-Villamisar and Hughes の研究は、職業リハビリテーションによって自閉症者が一種の「発

達」をみせるということを意味していると考えられる。適切な支援のもとで「仕事に就く」こと

は本人にとって望ましい効果をもたらすことが示されたと考えられる。 

 

3．イギリスにおける ASD 成人に対する雇用支援 

本論は主としてアメリカに注目しているが、イギリスにおいても知的に高い（高機能の）自閉

症者を対象とする雇用支援の研究がなされている。Howlin, Alcock and Burkin48）によると、イギリ

スでは、自閉症を持つ人々、特により能力を持つ人々のために特別にデザインされた援助付き雇

用プログラムは少ないとのことである。 
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Mawhood and Howlin49）は政府から 2 年間の資金援助を得て、知的に高い自閉症およびアスペル

ガー症候群の成人を対象とした雇用支援プロジェクトを実施した。その結果、仕事探し、仕事の

マッチングに重点を置いた雇用支援は効果が高く、当事者の満足度も高かった。Mawhood and 

Howlin によれば、こうした雇用支援は初期には時間と費用がともにかかるが、時間がたつにつれ

てコストは低減していく。仕事を得た人々は障害者給付を受けなくなるなど、費用面での効果も

ある。この点は、アメリカの研究 50）でも指摘されている。 

 Howlin, Alcock and Burkin51）の研究は、8 年以上にわたる、自閉症またはアスペルガー症候群を

持つ成人（IQ60+）のための援助付き雇用サービス（NAS Prospects）を調べたものである。結果

を要約すると以下のとおりである： 

 

「クライエントのおよそ 68%が仕事を見つけた。192 の仕事のうち、大多数は終身契

約であり、ほとんどが管理的、技術的またはコンピュータの仕事を含む。現在のクラ

イエントの評価（IQ、言語能力、最終学歴）は高い。しかしながら、仕事はまた、低

い能力の人々に対しても見いだされた。Prospects によってサポートされた個人は、給

与の上昇、納税額の増加、およびより少ない給付の要求を示した。クライエント、雇

用者およびサポートするワーカーの間で、スキーマに対する満足度は高い。プログラ

ムは財政的な赤字に悩み続けているけれども、これは減少しつつある。さらに、数量

化が困難な、多くの非金銭的なベネフィットがある。」52）（要約および訳は中島による） 

 

イギリスの研究でも、アメリカと同様、コミュニケーションに障害を持つ自閉症者への雇用支

援は効果があるということが示されたと考えられる。 

日本では、梅永 53）が指摘しているように、アスペルガー症候群を含む高機能自閉症者は、行

政の枠組み上障害者とはみなされず障害者福祉の対象外となっている。しかし、知的に高いとし

ても、コミュニケーションの能力は必ずしも高くなく、アスペルガー症候群を含む高機能自閉症

者に対する雇用支援は日本においても効果的ではないかと考えられる 54）。 

 

Ⅳ．まとめ 

ASD における成人後の自立を考える場合、雇用支援は重要な問題である。そこで、本論では主

にアメリカにおける雇用支援を、複数の文献をもとに調査を行った。 

第一に、アメリカの障害者に対する学校教育、福祉行政および雇用支援について概観した。ア

メリカでは、障害者教育法が、障害をもつ学生に「最も制限されていない状況で」教育を受ける

権利を保障している。対応は各学校で行われる。近年では、アメリカ障害者差別法の成立を受け、

高等教育機関でも障害をもつ学生への支援が行われている。 
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アメリカの福祉行政においては、多くの連邦法や施策があるが、「障害者福祉政策を総合的に提

供する組織は存在しない」55）。ただし、そのうち中心となるのは教育省のリハビリテーション・

サービス庁である。 

アメリカの障害者に対する雇用支援については、おおむね連邦予算のもとで、各州にある VR

機関が中心となって実施されている。VR 機関は州の他の機関と協調行動をとりながら雇用支援

を行っている。ただし、2005 年にこの仕組みの改革が提案された。 

アメリカの障害者への雇用支援は、1986 年のリハビリテーション法の改正以降、主に重度の障

害者を対象とし、新たな雇用支援が行われるようになった。その代表的な個別処遇モデルがジョ

ブ・コーチによる雇用支援である。1988 年以降、新たな雇用支援プログラムへの参加者は増加し

ている。また、雇用主による評価はいくつかの問題点はあるものの、ポジティブなものである。 

第二に、ASD について概観し、この障害に含まれる人々、とくに高機能の人々の予後や診断に

ついて文献に基づき調査した。その結果、ASD の人々は、社会性やコミュニケーションの障害や

限定的な行動パターンという共通した特徴を持つが、その現れ方は極めて多様であるといえる。

また、調査時点においては、高機能の ASD の人々の予後は不良であり、なんらかの対応が必要

であると考えられる。さらに、ASD において幼い時期における早期発見は重要であるが、重度の

自閉症者に比較して、高機能の自閉症者は発見が遅れやすいことが指摘されている。 

また、ASD を対象とする雇用支援についての文献からは、競争的雇用において、二次的な障害

がないことが正の影響を与える点が注目される。成人になってスムーズに自立していくために二

次障害を防ぐ、ということは AS や高機能の自閉症の子供に対する教育においてよく言われるこ

とであるが、それが統計分析という形で明らかにされたといえる。また、別の文献によると、援

助付き雇用プログラムを自閉症者に実施したところ、プログラム期間の最初と最後とで、自閉症

者の認知パフォーマンスが向上した。このことは、適切な支援のもとで仕事につくことが、本人

とって望ましい結果をもたらすことを示したと考えられる。 

さらに、イギリスにおける知的に高い自閉症の成人に対する雇用支援に関する研究も、これら

の人々が就労するということが、正の効果を持つことを示している。また、プログラムには費用

がかかるが、多くの人が仕事をみつけ納税者となる効果を考えれば、相殺されうること、また、

これらの人々が仕事につくことは「数量化が困難な、多くの非金銭的なベネフィットがある」56）

ことが指摘されている。 

なお、アメリカにおける障害者への雇用支援は連邦の法律と予算（大部分）のもとで行われて

いるが、現実の遂行においてはある程度、州により差があることが想像される。基本的な仕組み

は同じでも、細かい点で異なるだろうという意味である。例えば、ノースカロライナ州では知的

に高い自閉症者への雇用支援が行われているが、別の州ではさほどでもないかもしれない、といっ

た点である。また、アメリカにおける雇用支援のうち、援助付き雇用においては、重度の障害者
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にターゲットを絞ることが基本方針となっている。本論で挙げた文献からは、比較的軽度の障害

者については雇用支援が別の仕組みのもとで行われているのかどうか、あるいは、障害者本人に

よる努力によって就労しているのかどうかについては明らかではない。 

日本では、重度の自閉症者は障害者として主として福祉的な対応がなされているのに対し、知

的に高い自閉症者は障害者として扱われず、療育や就労支援などの対応がほとんどなされてこな

かった。ただし、近年、これらの知的に高い自閉症者に対しても支援が始まりつつある。 

アメリカでの研究から雇用者は就労支援を受ける障害者と他の労働者とを分けて扱っているこ

とも明らかとなった。アメリカ障害者法があるにもかかわらず、他の労働者と同じに扱えない理

由は何かという点を明らかにすることは、将来の課題となりうる。 
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